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を

皆さんの「元祖芋煮会 in 中山」への
　　　　　　　参加をお待ちしております。

※「芋煮会」は、最上川舟運の終点である長崎港で、船頭たちが棒
だらと里芋を材料に、川岸の松の枝に鍋をかけて食べたのが始まり
とされています。

　９月14日（土）開催予定の「元祖芋煮会 in 中山」の参
加者拡大と、「芋煮会発祥の地」（※）の知名度アップを図
るため、町職員全員が７月16日（火）～９月27日（金）の毎
週火・木曜日にオレンジ色のポロシャツを業務中に着用し
ます。ご理解くださいますようお願いいたします。

参議院議員通常選挙参議院議員通常選挙
７月２１  ）日（ 日 投票日７月２１  ）日（ 日 投票日

　次の２つの要件にあてはまる方が、町内で投票できることになります。
　１ 投票日現在で満 20歳以上の方（平成５年７月 22日以前に生まれた方）
２ 平成 25年４月３日以前から引き続き中山町の町民となっている方、または平成 25年      
　 ３月 21日以降に中山町外に転出し、転出先市町村の選挙人名簿に未登録である方。

町内で投票できる人

投票日当日の投票時間は、午前７時から午後８時までです
　入場券は、世帯ごとに郵送されます。投票所は入場券に記載されていますのでご確認ください。
なお、投票区と投票所は次のとおりです。

第６投票区 金沢全区 中山町西部地区公民館
第７投票区 柳沢全区、中山ひまわり荘 柳沢集落センター

投　票　区 地　　　　　　区 投　　票　　所

第１投票区 達磨寺全区、向新田 達磨寺・向新田地区農村集落多目的
共同利用施設

第２投票区 新田町全区、上町、新町、元町、中町、柳町、旭町全区、
中原団地、広瀬団地、川端、下川、あおば全区 中山町立長崎小学校体育館

第３投票区 桜町全区、北小路、西小路、梅ヶ枝町全区、西町、
南小路、いずみ全区 中山勤労文化センター

第４投票区 三軒屋、落合 落合構造改善センター
第５投票区 文新田全区 文新田生活改善センター

第８投票区 土橋全区 豊田地区農業集落多目的集会施設
第９投票区 岡全区 中山町岡地区文化交流センター
第10投票区 小塩全区 小塩構造改善センター

投票用紙及び投票用封筒の請求は投票日の４日前まで
　郵便による不在者投票を行う場合は、７月 17日（水）までに次の書類を選挙管理委員会に提出し
て不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を請求してください。（選挙期日の告示日前でも請求する
ことができます。）
　【請求に必要な書類】　①請求書　　②郵便等投票証明書
　【提出先】　中山町選挙管理委員会（郵送でも、直接持参されてもどちらでも結構です。）

◆なお、平成 25年４月４日以降に中山町に転入した人は、前住所地での投票となります
　ので、事前に選挙人名簿に登録されているかを前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

山形県選出議員選挙と比例代表選出議員選挙があります
山形県選出議員選挙の投票用紙（薄い黄色）には、候補者名を書いてください。
比例代表選出議員選挙の投票用紙（白色）には、名簿に記載された候補者名又は政党等名を書いてください。
開票は即日 午後９時から
　参議院議員通常選挙の開票は、７月 21日の午後９時から中央公民館で行います。会場では山形県選挙
区の開票状況を午後９時 30分から 30分おきに速報する予定です（比例代表は開票結果のみ発表予定）。
※お問い合わせ先　中山町選挙管理委員会事務局（総務企画課内）　
　　　　　　　　　〒990-0492　中山町大字長崎 120番地　TEL662-2111　FAX662-5176

期日前投票制度をご利用ください 
　選挙の投票日当日（７月 21日）、仕事や私用で投票所に行くことができないと見込まれる人は、
７月５日～ 20日の期間、期日前投票をすることができます。
　期日前投票期間中は、土・日曜日も含め毎日午前８時 30分～午後８時まで投票できます（期日前
投票時点において、まだ 20歳になっていない方等については、不在者投票の手続きにより投票す
ることになります）。
　入場券が届きましたら、ご持参のうえ期日前投票所（中央公民館１階第一研修室）にお越しください。

※今回の選挙では、中央公民館が期日前投票所となります。

インターネット選挙運動の解禁について
　インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、平成 25
年４月 26日に公布されました。詳細は、総務省のホームページをご覧ください。
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今 月 の 納 税 等
納期限　７月３１日（水）
●固定資産税　　　　　　２期
●国民健康保険税　　　　１期
●介護保険料　　　　　　１期
●後期高齢者医療保険料　１期

※お問い合わせ先
　住民税務課税務Ｇ　☎662ｰ2112

◆税額や保険料の変更がある方へ、７月12日に納付
書を発送します。お手元に届いた方は内容をご確
認ください。

※本文中の「Ｇ」は「グループ」を省略したものです。 25.7.15 16
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